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B43L 筆記具または製図具；筆記または製図
のための付属具（けがき作業用の作業具Ｂ
２５Ｈ７／００；教習用筆記または製図具Ｇ０

９Ｂ１１／００） 

注 

このサブグラスは，教習用及び軽使用の両方に使える筆記また

は製図具を包含しない，ただしこれらはグループＧ０９Ｂ１１

／００に包含される。［３］ 

サブクラス内の索引 

筆記具または製図具 

黒板または石板 ................................... 1/00 

下敷 ............................................ 3/00 

図板 ............................................ 5/00 

製図のための補助具 

直線 ............................................ 7/00 

円 .............................................. 9/00 

他の曲線........................................ 11/00 

滑り防止手段 .................................... 12/00 

他の図形........................................ 13/00 

手や腕に取りつける付属装置 ...................... 15/00 

吸取具 ......................................... 17/00 

補助具 

擦すったり拭き取ったりするもの .................. 19/00 

黒板や石板の清掃用具 ............................ 21/00 

鉛筆や鉛筆の芯を削るもの ........................ 23/00 

インク壺;インクスタンド ................... 25/00;27/00 

筆記したり描いたりするもの 

1/00 繰り返し使用できる筆写用の板または石板

（図板Ｂ４３Ｌ５／００） 

1/02 ・石板 

1/04 ・黒板（黒板の台Ａ４７Ｂ９７／０４） 

1/06 ・・硬質のもの 

1/08 ・・軟質のもの 

1/10 ・・筆記面部 

1/12 ・裏材とともに見た目を良くするのに半透

明の筆記面部をもつもの 

3/00 筆写のための下敷，例．吸取台（吸取具Ｂ

４３Ｌ１７／００） 

5/00 図板（製図机またはテーブルＡ４７Ｂ２７

／００，Ａ４７Ｂ８５／０２；図板の台Ａ

４７Ｂ９７／０４） 

5/02 ・用紙を固定する手段をもつもの（画鋲Ｂ

４３Ｍ１５／００） 

筆記したり描いたりするときの補助 

7/00 直線定規（Ｔ定規以外の定規の案内具Ｂ４

３Ｌ１３／０４；曲線定規またはテンプレ

ートＢ４３Ｌ１３／２０；測るためのしる

しまたは類似のものに特徴のある直線定規，

例．直読用の目盛りまたはマークをもつ定

規またはテープ，Ｇ０１Ｂ） 

注 

このグループにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用い

る： 

―“直線定規”は直線を引くための案内具として作用する目的

にかなう器具またはそのエッジを意味する。［５］ 

7/02 ・Ｔ定規 

7/027 ・直角に固定された複数の調節不可能な直

線定規（Ｂ４３Ｌ７／０２が優先）［５］ 

7/033 ・非直角を形成する複数の調節不可能な直

線定規［５］ 

7/04 ・ローラーをもつもの（相互に連結するロ

ーラーをもつものＢ４３Ｌ１３／０２） 

7/08 ・製図器に付加的に附属する装置をもつも

の，例．ハッチングや点をとるためのも

の 

7/10 ・相対的に動かしうる複数の直線定規［５］ 

7/12 ・・直角でかつ枢軸で旋回する直線定規［５］ 

7/14 ・・直角でかつ滑動する直線定規［５］ 

9/00 円曲線を描くものまたはそれと同様の器具

（曲線定規または形板Ｂ４３Ｌ１３／２

０） 

9/02 ・コンパス（比例コンパスＢ４３Ｌ９／０

８；渦巻曲線用コンパスＢ４３Ｌ１１／

０６） 

9/04 ・・さおコンパス 

9/06 ・・平板バネで形成された脚をもつもの 

9/08 ・比例コンパスまたは分割器 

9/10 ・・多角形を描く装置をもつもの 

9/12 ・分割器（比例分割器Ｂ４３Ｌ９／０８） 

9/14 ・コンパス，分割器，またはカリパスに変

換できる変換可能な脚部の先端をもつも

の（Ｂ４３Ｌ９／２４が優先） 

9/16 ・コンパス，分割器，およびカリパスに共

通の特徴を有するもの 

9/18 ・・ひじ継手を有する脚 

9/20 ・・旋回支軸 

9/22 ・・旋回支軸から離れた脚の角度を調節す

る手段 

9/24 ・・点を取ってゆく手段または脚を筆記用

に応用出来る手段 

11/00 円曲線以外のものを描く器具（曲線定規ま

たは形取り板Ｂ４３Ｌ１３／２０） 

11/02 ・円錐曲線を描くためのもの 

11/04 ・・楕円を描くためのもの 

11/045 ・・・紐または同様の柔軟な部材を用いる

もの［５］ 

11/05 ・・・ギヤを有するもの［５］ 

11/055 ・・・ガイドを有するもの［５］ 

11/06 ・渦巻曲線を描くためのもの 

11/08 ・インボリュート曲線を描くためのもの 

12/00 滑り防止手段［５］ 

12/02 ・磁気的なもの［５］ 

13/00 他に分類のされない製図器具，他に分類の
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されない筆記または製図具およびその付属

具（外面装飾のための形取り板Ｂ４４Ｄ） 

13/02 ・平行を保持するための製図機械または描

く装置（Ｔ定規Ｂ４３Ｌ７／０２） 

13/04 ・・定規の案内 

13/06 ・・・枢軸で旋回する案内杆をもつもの 

13/08 ・・プロトラクターヘッド 

13/10 ・実写，拡大または縮小のための写図器（工

作機械における倣い装置Ｂ２３Ｑ） 

13/12 ・・複式筆記装置 

13/14 ・遠近画法で描く装置 

13/16 ・・フリーハンドで描く装置 

13/18 ・・・光学的投射装置をもつもの（光学的

方法または装置Ｇ０２Ｂ；投射器Ｇ０３

Ｂ） 

13/20 ・曲線定規または型取り板 

13/22 ・・調節可能な曲線定規 

13/24 ・製図装置を階段状に移動して線面を形成

するもの，例．ハッチング用 

15/00 手や腕に取り付けて容易に筆記したり描い

たりするための支持具 

17/00 吸取具（吸取台Ｂ４３Ｌ３／００；筆記具

と結合したものＢ４３Ｋ２９／０４；吸取

紙の製造Ｄ２１Ｆ１１／１４）［２］ 

17/02 ・平板状吸取紙のためのもの 

17/04 ・・取手 

17/06 ・巻取られた吸取紙のためのもの 

17/08 ・・ローラー型吸取具 

17/10 ・紙以外の吸取材を使用したもの 

19/00 字消し用具，消しゴム，または字消し装置；

そのための保持具（筆記具と結合した消し

ゴムまたは字消し用ナイフＢ４３Ｋ２９／

０２，Ｂ４３Ｋ２９／１８） 

19/02 ・字消し用ナイフ（普通のナイフＢ２６Ｂ） 

19/04 ・繊維質の字消し具 

21/00 黒板または石板の清掃具 

21/02 ・チョークの粉を吸収する手段をもつもの 

21/04 ・拭く物の保持具 

23/00 鉛筆または鉛筆の芯の削り器（研削または

切削工具一般Ｂ２４，Ｂ２６；筆記具と結

合したものＢ４３Ｋ２９／０６）［２］ 

23/02 ・連動装置をもつもの 

23/04 ・・クランクハンドルをもつもの 

23/06 ・鉛筆または鉛筆の芯が切削刃に対して軸

方向に移動するだけで切削されるもの 

23/08 ・鉛筆または鉛筆の芯が切削刃に対して回

転することにより主に切削されるもの

（Ｂ４３Ｌ２３／０２が優先） 

25/00 インク壺（液体収納容器一般Ｂ６５Ｄ，例．

Ｂ６５Ｄ１／００） 

25/02 ・独立したペン浸け壺をもつもの 

25/04 ・・圧力装置でインクが供給されるもの 

25/06 ・・容器を傾けることによりインクが供給

されるもの 

25/08 ・インク粉末を溶かす装置をもつもの 

25/10 ・本体を保持する手段をもつもの 

25/12 ・ペン拭き手段をもつもの 

27/00 インクスタンド 

27/02 ・インクスタンド上の物を安全に保持する

手段をもつもの 

27/04 ・他の物に対し安全にし得るもの 

 


